
国土交通省が定める告示、技術的助言の概要は次の通りです。

官庁施設については、告示等を受けて以下の積算基準及び要領に定められています。

報酬基準制度の概要
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○業務経費

直接人件費

直接経費

間接経費

特別経費

○技術料等経費

上記を積上げ合算する方法

＋消費税相当額

○直接人件費

＝業務人・時間数×人件費時間単価

＝標準業務人・時間数 ➢略算表（用途・類型・床面積）

×複合化係数（複合建築物）

×難易度係数（難易度係数設定建築物）

×業務の一部を行う割合（専門分野・基本・実施の一部等）

＋追加的な業務の業務量（標準業務に含まれない業務）

○直接経費及び間接経費の合計額 ➢（諸経費）

＝直接人件費×１.１
以上略算法で算出し

○技術料等経費（当事者間の協議により個別に定める技術力等の対価）

○特別経費

上記を合算する方法

＋消費税相当額

実費加算方法（標準）

略 算 方 法

実用性

業務報酬基準 告示第９８号

建築士事務所の開設者が設計業務等に関して請求できる報酬について、「実費加算方法」

を標準として、別添三に実用性を考慮した「略算方法」の難易度と略算表、別添四に追加

的な業務内容を規定されている。

第四の略算方法には、直接経費及び間接経費の合計額は、直接人件費の額に１.１を標準と

する倍数を乗じて算定する方法が規定されている。

略算法の経費のうち技術料等経費については、直接人件費と諸経費の合計

の額に技術料等経費率を乗じる方法により算定することを定めている。

官庁施設の設計業務等積算基準 国営整第１６３号

官庁施設の設計業務等積算要領 国営整第１６４号

複数の棟の設計等業務を委託する場合の原則として１棟ごと算定して合計

すること、技術料等経費率は０.１５を標準とすること、業務量を算定す

るための新築の場合の算定方法１、改修の場合の算定方法２、改修の基本

設計に該当する業務量を別途計上できること、既存建築物の設計図書の復

元業務は追加的業務とすること、追加的業務のうち積算業務の算定式、工

事監理の追加的業務のうち完成図の確認業務量の算定式、標準業務の業務

細分率等を定めている。

ガイドライン

新しい業務報酬基

準を正しく理解し、

実践的な活用が可

能となるように作

成されている。

業務報酬基準検討

委員会編集

公益社団法人日本

建築士会連合会発

行

新たな算定方法に基

づく内容の充実を図

り、平成３１年版と

して刊行された。

国道交通省大臣官房

官庁営繕部監修

一般社団法人公共建

築協会発行

参考図書

業務報酬基準の目的は、設計等業務の適切かつ円滑な実施の推進

に資することであるとしたうえで、建築士法第２２条の３の４に

規定されている報酬基準に準拠した委託代金で契約を締結すると

いう努力義務に留意することとしている。

技術的助言の告示第四関連では、略算方法による算定の適正な適

用及び適用にあたっての建築士事務所のあらかじめの措置等につ

いて助言し、複合建築物に係る略算法に準じた算定方法や、一部

の業務のみを行う場合の算定方法及び標準業務内容に含まれない

追加的な業務の取り扱いについて補足を行っている。

また告示別添三関連では、難易度係数設定建築物に複数該当する

場合の乗じる倍数の基本的な考え方の補足を行っている。

技術的助言 国住指第３４１８号

補足資料では青本と表現

補足資料では黄本と表現

運用通知 国営整第２１０号

業務量を算定するための更に具体的な事項として、官庁施設における追加

的業務の例示、用途の官庁施設の事例、適用規模が範囲外となる場合の措

置、改修設計のＣＡＤデータ低減影響度、改修設計における難易度補正の

考え方などについても定めている。

今回制定した報酬基準については、旧告示から現在の実情に応じ

略算表を刷新したほか、略算法における難易度に係る観点の充実

及び標準業務に付随する追加的な業務の明確化などの見直しを行

うとともに、

技術的助言においては、標準業務のうち一部の業務のみを行う場

合の略算法の具体的適用方法を示すなど新たに制定した業務報酬

基準に係る補足を行ったものである。
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